
○特例許可申請の手続フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行為の内容によっては変更を求めることもあるため、建築確認申請等の各種法令手続が必要な 

場合は、期間に余裕をもってご相談ください。 

適合しない 適合する 

事前相談・事前協議 

条例の制限に 

都市計画の変更 

都市計画審議会
での審議 

適正な都市整備に 

適する 

都市計画決定 再検討 

行為の着手 

 

特例許可の申請 

建築審査会 
での審議 不適 

縦覧・説明会 

意見聴取会 

特例許可申請 
の内容検討 

条例で制限される一定規模以上の建築
物を建築する可能性がある場合は、市へ
事前相談ください。 

相談の結果、条例の制限に適合しない場
合は、すぐに建築行為はできません。 

行為の内容を市で検討し、都市の適正な
整備のために必要と判断すれば、市で都
市計画の変更手続を行いますが、そうで
ない場合は、特例許可を申請してくださ
い。（特例許可の申請に必要な書類【様
式第１号】は市ホームページからダウン
ロードできます。） 

市で特例許可が適当とした案件につい
ては、特例許可に利害関係を有する者を
対象とした意見聴取会を市で行います。 

許可通知書が届けば、行為に着手いただ
けます。 

意見聴取会での意見を踏まえて、申請内
容が、地域の良好な環境を害することが
ないか、又は公益上やむを得ないかを審
査します。 

建築審査会の同意を得た場合は、さら
に、消防署長の同意を得たうえで、特例
を許可します。 

許可又は不許可については、申請者にそ
の旨を文書で通知します。 

許可 

庁内の関係課との協議を行い、都市計
画・農業振興・商工業振興などの観点か
ら申請内容が市として許可するに適当
かどうかを検討します。 

不許可 


